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1．はじめに

この論文では経営者と監査人の不正を監視す
るという会計エンフォースメントの側面に注目
し，会計エンフォースメントにおける理論分析
を扱う論文を取り上げ，会計エンフォースメン
トがどのように分析されているかを比較し，会
計エンフォースメント研究における理論分析の
課題について考察している。
会計エンフォースメントの重要性は，これま
での数多くの研究から示されている。例えば会
計エンフォースメントの先駆的な研究として知

られているLa Porta et al. （1998）は，証券市場
におけるエンフォースメントについて会計制
度の異なる国ごとに実証分析で比較し，エン
フォースメント機関による規制が弱い国ほど
会計制度が機能せず，市場の信頼度が低くな
るという結果を示している。また欧州ではFEE 
（2002）が公表され，会計エンフォースメント
が財務報告の質を高めるために必要であること
が述べられている。日本においても，金融庁 
（2021）では会計エンフォースメントは市場の
信頼性確保のために必要とされており，資本市
場の活性化と成長資金の円滑な供給に繋がると
されている。
会計エンフォースメントの重要性が明らかに
なり，次は会計エンフォースメントに関する制
度が導入された影響を分析する研究が行われ
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るようになった。これらの研究では会計エン
フォースメントの効果がある程度実証されてい
く一方，会計エンフォースメントは単に強化す
ればよいというわけではないことが明らかに
なった。例えばBrown et al. （2014）では，監査
報酬や監査人のライセンス，会計エンフォース
メント機関の監視の強度や会計エンフォース
メント機関によるぺナルティの仕組み，など
の指標について 51 か国について国ごとに計測
し，企業における監査人の仕事環境や会計エ
ンフォースメントの強度について実証分析を
行い，これらが財務報告の質，利益マネジメ
ント，さらには国ごとの市場発展などに大き
な影響を与えていることを示している。また
Christensen et al. （2020）では，エンフォースメ
ントの積極的な強化が企業にどのような影響を
与えるかについて実証分析を行い，監査コスト
の上昇によって株式価値が下がるという結果を
示している。Florou et al. （2020）ではイギリス
の財務報告に関する会計エンフォースメントの
効果を監査費用や財務報告の質について実証分
析を行い，会計エンフォースメントを強化した
ときの影響は投資市場の規制の強度などによっ
て異なると述べている。
そして，会計エンフォースメントに関する新
たな制度や会計基準の動向をもとに，それらの
改革がどのような影響を与えるか分析する研究
も進められている。例えばSilvers （2016）では，
アメリカの証券取引委員会 （U.S. Securities and 
Exchange Commission : SEC） がアメリカ以外の
外国籍の企業に対してどのように規制すべきか
について実証分析を行い，これまでは規制に消
極的であったSECが会計基準を違反した外国
企業を積極的に取り締まることにより，会計基
準を遵守する外国企業に大きなリターンを生み
出していることを示している。
これらの研究を経て，現在では会計エン
フォースメントについて各国の状況に応じて効
率的な会計エンフォースメントを構築すること

が必要となると考えられている。例えば国際的
な会計基準として期待される IFRSについても，
佐藤 （2019）によれば，欧州は柔軟な会計エン
フォースメントの構築と緩やかな調和化を目指
しており，IFRSの資本市場志向を一部抑制し，
独自のコンバージェンスを行う，と述べられて
おり，各国の実情を考慮した会計エンフォース
メントを構築することが重要だといえる。
そこで本論文では，経営者や監査人の不正が
発生する構造的な問題点を突き止め，それを改
善する会計エンフォースメント制度を提案して
いく理論分析が必要となると考え，近年の会計
エンフォースメントにおける理論分析を扱う論
文を取り上げる。また，これらの論文では会計
エンフォースメントがどのように捉えられてい
るかを比較する。
具体的には，会計監査人と会計エンフォース
メントの影響について国ごとに実証分析を行っ
ているBrown et al. （2014）の定義を参考にして，
会計エンフォースメントの理論分析と比較して
いく。Brown et al. （2014）では会計エンフォー
スメントを 6つの要素に分けて実証分析を行っ
ている。1つ目は，会計エンフォースメント機
関がどの程度厳しく財務諸表の監視を行うかと
いう，監視についてである。2つ目は，会計エ
ンフォースメント機関が会計基準等を定める権
限をどの程度持っているかという，規制の制定
についてである。3つ目は，会計エンフォース
メント機関がどのように財務諸表の質を評価す
るかという，会計エンフォースメント機関の
評価基準についてである。4つ目は，会計エン
フォースメント機関による評価がどの程度公開
されるかという，会計エンフォースメント機関
の情報提供についてである。5つ目は，会計エ
ンフォースメント機関がどの程度厳しく，不正
を行った対象者を取り締まるかという，会計エ
ンフォースメント機関によるペナルティについ
てである。そして 6つ目が，会計エンフォース
メント機関にどの程度の人員や予算が割かれて
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いるかという，会計エンフォースメント機関の
規模についてである。これらの要素のうち，理
論分析ではモデルを簡略化するために，一部の
会計エンフォースメントの要素を省略している
ことが考えられる。そこで本論文では，この
Brown et al. （2014）にならい，近年の会計エン
フォースメントに関する理論分析が，監視，規
制の制定，評価基準，情報提供，ペナルティ，
規模の 6つについて，どのように分析し，考察
しているか検討していく。
なお本論文では，Brown et al. （2014）におい

て資本市場で利用可能な財務情報の質を向上さ
せるために重要とされている，経営者と会計監
査人の不正を監視するという会計エンフォース
メントの側面に注目する。ゆえに，本論文では
会計エンフォースメント機関として，企業の外
部から監視を行い，不正を発見した場合にはペ
ナルティを課す行政機関を想定する。これに伴
い，会計エンフォースメントとして取り上げら
れている一部の要素については，本論文の考察
からは除外している。例えば投資家の保護を目
的とした，投資家本人による訴訟制度や，民間
機関による会計エンフォースメントの民事執行
については，本論文では扱っていない。
会計エンフォースメントをどのように定義
するか，という点は会計エンフォースメント
研究における重要な問題である。例えば大日
方 （2016）では，多くの会計エンフォースメン
ト研究に引用されたLa Porta et al. （1998）の研
究でさえ，どのような権利が法規定されている
かという変数の選択が明示されていないことを
指摘している。そしてこれらの変数の選択が研
究ごとに恣意性を持ち，変化していることを述
べている。このように会計エンフォースメント
の定義は論文や研究ごとに大きく異なるが，会
計エンフォースメントの定義について検討する
ことは本論文の目的ではない。従って本論文で
は，Brown et al. （2014）において設定された会
計エンフォースメントの枠組みを一つの定義と

して利用し，この定義に従って会計エンフォー
スメントを比較していくこととする。
この論文は次のように構成されている。第 2
節では，会計エンフォースメントの理論分析を
扱っている各論文について取り上げ，会計エン
フォースメントのどの要素について議論や分析
を行っているかについて検討する。そして第 3
節ではサーベイを行ったことによる結論と考察
をまとめている。

2．理論分析の比較

この節では，これまでに会計エンフォースメ
ントの理論分析を扱っている論文について取り
上げる。そして，各論文において使用されてい
るモデルを，Brown et al. （2014）が示した会計
エンフォースメントの 6つの要素と比較して，
各論文が会計エンフォースメントのどの要素に
ついて議論や分析を行っているか考察する。
具体的には，まず 2.1 節では監査人の資産や
ペナルティを考慮した監査人の効用を分析した
Dye （1993）について取り上げる。次に 2.2 節
では会計エンフォースメントが監査人に与える
影響を分析したYe and Simunic （2016）につい
て，2.3 節では経営者に対して会計エンフォー
スメント機関によるペナルティが課されるモ
デルを使用したLaux and Stocken （2018）につ
いて取り上げる。最後に 2.4 節では会計エン
フォースメントの強化が経営者や監査人の行動
ならびに財務報告の質に与える影響を分析して
いるEwert and Wagenhofer （2019）について取
り上げることにする。
なお 2節において，監査人が行う監査の内
容が論文ごとに大きく異なることに触れてお
く。具体的には，2.1 節と 2.2 節で取り上げる
Dye （1993）とYe and Simunic （2016）のモデル
における監査人は，投資家や経営者と契約を結
び，企業の事業計画や財務諸表などを調査し
て，事業が将来成功するかについて企業の評
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価を行う。一方，2.4 節で取り上げるEwert and 
Wagenhofer （2019）のモデルでは，監査人は経
営者の報告利益が会計基準に正しく従ったもの
であるかを調査する会計監査を行う。本論文で
は監査の種類に応じて表記を変更せず，上記の
監査のいずれかを行う者を監査人と表記してい
る。

2.1．Dye （1993）
まずはDye （1993）について取り上げる。こ

の論文では，監査人の資産やペナルティを考慮
した監査人の効用を分析し，監査の質を向上さ
せる最適な監査基準のあり方についてについて
検討している。なおDye （1993）は「会計エン
フォースメント」という言葉を使用していない
が，監査人の監査に対して調査が行われ，監査
の質によって監査人にペナルティが課されると
いうシステムが，会計エンフォースメントを考
慮していると捉え，本論文で取り上げる。

2.1.1．モデルの概要
ここでは特に，Dye （1993）のモデルの中に
おいて，監査人の利得に関する部分について説
明する 1。まず監査の内容については，監査人は
財務諸表を監査し，将来に事業が成功を収める
かを調べる企業の評価を行う。このとき，監
査人は監査の質を として監査を行う。
ここで は，企業の有する事業が失敗すること
を監査人が見抜くことができる確率であり，こ
のときの監査コストを とする 2。 
また監査を受ける企業は，確率 に

おいて将来に事業が成功するものと仮定する。
ゆえに監査人は確率 において，
監査の際に事業の失敗を見抜くことができない

1 Dye （1993）では監査人が報告する企業の評価によっ
て企業の売却価格が決定するという設定も考察され
ているが，本論文では省略している。

2 本論文における記号は各論文ことに異なる記号を使
用することによる混同を避けるため，一部変更を
行っている。詳しくは付録A-1 を確認されたい。

ものとする。

2.1.2．会計エンフォースメントのモデル化
次に，Dye （1993）において会計エンフォー
スメントがどのようにモデル化されているかに
注目する。なお本論文ではDye （1993）の会計
エンフォースメントについて，監査の質によっ
て監査人にペナルティが課されるというシステ
ムを指すものとする。

Dye （1993）では監査人のペナルティについ
て，事前に規定された監査水準 を設定して
おり，この を満たさない質の監査を行った
場合に，監査人は行った監査の質 に応じたペ
ナルティ を課される。なお規定され
た監査水準 を満たす監査を行った場合，ペ
ナルティ は になるものとする。
ただし，ペナルティの額には制限があり，監
査人が保有している資産以上のペナルティを
課すことはできない。具体的には，まず監査人
は監査を行う以前に，自身の資産 を保有して
いるものとする。また監査報酬を とする。こ
のとき，監査の質を として監査を行った場合
の監査コストを差し引いた，監査人の保有する
資産は， となる。ゆえに監査人
が受けるペナルティの額は， と

のいずれか小さい方となる 3。
またDye （1993）では拡張的な分析として，
会計エンフォースメント機関が企業の売却価格
が最大になることを社会の利得の最大化と捉
え，監査人のペナルティを課す基準となる監査
水準 について，会計エンフォースメント機
関が社会の利得を最大化する監査水準 に
ついて分析を行っている。 
なおDye （1993）では，監査人に対してはペ
ナルティが課される一方で，事業を行う経営者
に対するペナルティや監視は考察されていな

3 Dye （1993）では条件として，監査の質の下限 を定
め， としている。また において，

, を仮定している。 
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い。従って，経営者に対する会計エンフォース
メントについては考慮していないといえる。

2.1.3．タイムラインとプレイヤーの効用関数
Dye （1993）におけるモデルのタイムライン
は以下のとおりである。

①  保有資産 の監査人が監査報酬 の監査
契約を結ぶ。

② 監査人は監査の努力水準 を決定する。
③  監査人は の確率で事業の失敗を特定す
る。

④  の確率で事業の失敗を特定
できず，監査人に

のペナルティが課される。

またこのとき，監査人の効用関数 は，以
下の式（1）のようになる。 

 （1）

Dye （1993）ではこの式（1）をもとに，監査
人が自身の効用関数 を最大化するように選
択する監査の質 について分析を行っている。

2.1.4． Brown et al. （2014） の会計エンフォー
スメントとの比較

ここではBrown et al. （2014）において挙げら
れている会計エンフォースメントの要素につい
て，Dye （1993）のモデルがどのように分析お
よび検討をしているか考察する。
まずはDye （1993）のモデルにおいて最も詳
細に検討されている，ペナルティについて考察
する。このモデルにおいてペナルティが課され
るのは，事業の失敗を監査人が見抜けなかった
場合である。ゆえに会計エンフォースメント機
関は財務諸表を監視するのではなく，監査人が
事業の失敗を見抜くことができなかった場合

に，その責任をペナルティという形で課してい
る。またこのモデルでは監査人の保有する資産
を考慮し，保有資産より大きい額のペナルティ
を課すことはできないモデルになっている。ゆ
えに，ペナルティの額や規定された監査水準
をより厳しいものに変更した場合でも，監

査人の選択する監査の質が改善するとは限らな
い。これらの点はDye （1993）のモデルにおけ
る特徴といえる。
次に評価基準については，財務諸表ではな
く主に監査人の行う監査の質を基準としてい
る。具体的には，規定された監査水準 と実
際行われた監査の質 に応じて，ペナルティの
額 が決定される。また規制の制定に
ついて，Dye （1993）では拡張的な分析として，
会計エンフォースメント機関が社会の利得を最
大化する監査水準 について検討している。
この分析は，会計エンフォースメント機関がど
のように基準や規制を制定すべきかについて議
論したものといえる。ただしDye （1993）では

について解なしという結論がなされてお
り，社会の利得を考慮した会計エンフォースメ
ント機関がどのような基準を制定するかについ
て，結論を導くことはできなかった。
一方で，Dye （1993）のモデルでは考察の
対象外となる部分も存在する。まず会計エン
フォースメント機関の規模については，考察の
対象外となっている。そしてDye （1993）のモ
デルでは，会計エンフォースメント機関が行う
監視の確率などが設定されていない。その結果
として，監査人が事業の失敗を見抜くことがで
きなかった場合，常にその監査の失敗が明らか
になり，ペナルティが課されている。これらは
会計エンフォースメント機関の監視や情報提供
について，理想状態を想定しているといえる。
この点において，Dye （1993）では強い仮定が
存在するといえる。
上記をまとめると，このモデルではまずペナ
ルティについて詳細に検討されている。また評
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価基準と規制の制定については，監査人のペナ
ルティを課す基準となる監査水準 をモデル
に組み入れることにより分析が進められてい
る。一方で監視や情報提供については理想状態
を想定し，強い仮定が存在する。そして機関の
規模については，考察の対象外となっている。

2.2．Ye and Simunic （2016）
次に取り上げるのは，Ye and Simunic （2016）

である。この論文では主に米国の公開会社
会計監視委員会 （Public Company Accounting 
Oversight Board : PCAOB）の会計エンフォース
メントを模したモデルを作成し，これらの会計
エンフォースメントが監査の質にどのような影
響を与えるかについて理論分析を行っている。
なおYe and Simunic （2016）では監査人を訴
訟する法体制を会計エンフォースメントとして
捉え，モデルに組み入れている。しかし本論文
では 1節において，これらの要素を除外した会
計エンフォースメントの定義を設定している。
本論文はあくまで経営者や会計監査人の不正を
監視するという会計エンフォースメントの側面
に注目しているため，この 2.2 節では監査人を
訴訟する法体制について，2.2.4 節の会計エン
フォースメントの考察からは除外している。

2.2.1．モデルの概要
ここではYe and Simunic （2016）のモデルの
概要について，投資家と監査人のそれぞれに分
けて説明する。
まず投資家について，投資家は投資額 を企
業に投資した場合，確率 で事業が成
功し，利益 を得ることができる。このとき投
資家は，投資対象となる企業について監査報酬
を支払って監査人に監査してもらうことがで
き，その監査人の報告をもとに投資を行うかの
意思決定ができる 4。 

4 本論文における記号は各論文ことに異なる記号を使
用することによる混同を避けるため，一部変更を

次に監査の内容について，監査人は財務諸表
を監査し，将来に企業が事業を成功できるかに
ついて，企業の評価を行う。このとき，監査人
は監査の質を として監査を行う。こ
こで は，監査人が事業の失敗を見抜くことが
できる確率であり，監査人の選択変数である。
またこのときの監査コストを とする。ゆ
えに監査人は確率 において，監
査の際に事業の失敗を見抜くことができないも
のとする。
監査人が事業の失敗を見抜くことができな
かった場合，投資家は監査人を訴訟することが
できる。このとき監査人の監査の質 が，規定
された監査水準 を満たしてない場合，監査
人は投資家に対して法的責任を負い，投資家に
対して を支払うものとする。

2.2.2．会計エンフォースメントのモデル化
次に，Ye and Simunic （2016）において会計
エンフォースメントがどのようにモデル化され
ているかに注目する。

Ye and Simunic （2016）のモデルにおいて，
会計エンフォースメント機関は施行強度に基づ
く一定の確率 で監査の質 を特定する。会計
エンフォースメント機関は事前に規定された監
査水準 を設定しており，この を満たさな
い質の監査を行ったことを特定した場合に，監
査人に対して一定のペナルティ を課す。た
だし，規定された監査水準 を満たす監査を
行った場合，ペナルティは課されない。
またDye （1993）のモデルとは異なり，監査
人は自身が行った監査の質 が規定された監査
水準 を満たしてないことを，会計エンフォー
スメント機関の調査によって特定された場合，
監査の成功や失敗に関わらず，常に会計エン
フォースメント機関によるペナルティが課され
ることとなる。

行っている。詳しくは付録A-2 を確認されたい。
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またYe and Simunic （2016）では拡張的な分
析として，監査を行うことによる期待価値
を以下の式（2）のように導出している。そし
て会計エンフォースメント機関は，規定した監
査水準 を監査人に順守させながらこの監査
の期待価値 が大きくなるように を設定す
るものとして，最適な の範囲について検討
している。

 （2）

なおYe and Simunic （2016）ではDye （1993）
と同じく，監査人に対してはペナルティが課さ
れる一方で，事業を行う経営者に対するペナル
ティや監視は考察されていない。従って，経営
者に対する会計エンフォースメントについては
考慮していないといえる。

2.2.3．タイムラインとプレイヤーの効用関数
Ye and Simunic （2016）におけるモデルのタ
イムラインは，以下のとおりである。

① 監査人が監査報酬 の監査契約を結ぶ。
② 監査人は監査の質 を決定する。
③  監査人は の確率で事業の失敗を特定す
る。

④  会計エンフォースメント機関は施行強度
に基づく一定の確率 で監査の質 を特
定する。

⑤  監査人による報告が行われ，投資家はそ
の報告をもとに投資額 を投資するか意
思決定を行う。

⑥  特定された監査の質 が，事前に規定さ
れた監査水準 を満たさない場合，監査
が失敗しているかに関わらず，監査人に
対してペナルティ が課される。

⑦  監査人は の確率で事業の失
敗を特定できない。このとき，監査の質
が，監査水準 を満たさない場合，投資家

は訴訟により監査人から を受け取る。

またこのとき，監査人の効用関数 は以下
の式（3）のようになる。 

 （3）

ここで は指標変数であり，監査の質
が を下回った場合にのみ となり，それ以
外の場合には となる。Ye and Simunic （2016）
ではこの式（3）をもとに，監査人が自身の効
用関数 を最大化するように選択する監査の
質 について分析を行っている。

2.2.4． Brown et al. （2014）の会計エンフォー
スメントとの比較

ここではYe and Simunic （2016）が会計エン
フォースメントをどのように分析および検討を
しているか考察する。なお 2.2 節の冒頭でも述
べた通り，ここでは監査人を訴訟する法体制で
ある についての考察は行わない。
まず監視とペナルティについては，会計エン
フォースメント機関による監視の強度を ，会
計エンフォースメント機関によるペナルティ
をとして，それぞれモデルに組み入れてい

る。ただし監視の強度 やペナルティ が変
動した場合の影響について分析しているわけで
はない。あくまで会計エンフォースメントを表
す一要素として，モデルに組み入れていると考
えられる。 
一方でYe and Simunic （2016）において最も
詳細に検討されてるのは，評価基準と規制の制
定についてである。Ye and Simunic （2016）で
はDye （1993）と同様に監査人のペナルティを
課す基準となる監査水準 を定めているが，
監査を行うことによる期待価値 を導出して
おり，会計エンフォースメント機関は規定した
監査水準を監査人に順守させながら，この監査
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の期待価値 が大きくなるように， につい
て検討している点が特徴的である。そしてYe 
and Simunic （2016）では，適切な監査水準 は
監査人のコストのパラメータ や事業の成功確
率 など，さまざまな要因に影響されることを
示し，会計エンフォースメントが単に強化すれ
ばよいものではなく，状況に応じた適切な制度
が求められることを述べている 5。
最後に情報提供と機関の規模について，まず
情報提供については，投資家の投資が終わった
後に会計エンフォースメント機関が調査を行
い，基準を満たさない監査に対してペナルティ
を課すという現実に即したモデルであるといえ
る。なおこのモデルでは 2.2.2 節において述べ
た通り，監査水準 を満たしてないことを会
計エンフォースメント機関の調査によって特定
された場合，監査の成功や失敗に関わらず，常
に会計エンフォースメント機関によるペナル
ティが課されることとなる。投資家が監査の失
敗による不利益を被るか否かに関わらず，監査
人に対してペナルティが課される可能性がある
という点には注意が必要である。また機関の規
模については，監視の強度 やペナルティ
などの指標が会計エンフォースメント機関に
よってどのように決定されるかについて分析し
ているわけではなく，考察の対象外といえる。
上記をまとめると，まず監視とペナルティに
ついては会計エンフォースメントの要素の一つ
として，それぞれモデルに組み入れられてい
る。ただし監視の強度やペナルティが変動した
場合の影響についての分析は行われていない。
一方で財務諸表の評価基準と規制の制定につい
ては，式（2）のように監査の期待価値を導出
し，詳細に検討されているといえる。また情報
提供については，現実に近い設定をモデルに組
5 監査人が法的責任を負うことにより支払う につい
ても影響されることも示しており，Ye and Simunic 
（2016）におけるテーマの一つであるが本論文では省
略した。詳しくはYe and Simunic （2016）を確認され
たい。

み入れているが，監査人のペナルティの可能性
については注意が必要である。そして会計エン
フォースメント機関の規模については考察の対
象外となっている。

2.3．Laux and Stocken （2018）
次に，Laux and Stocken （2018）について取り
上げる。この論文では経営者に対して会計エン
フォースメント機関によるペナルティが課され
るモデルを作成し，会計エンフォースメントが
強化された場合の経営者や投資家の行動につい
て分析している。

2.3.1．モデルの概要
Laux and Stocken （2018）では経営者をプレイ
ヤーとして，投資家と会計エンフォースメント
を考慮したモデルが用いられている。一方で，
監査人は考慮していない。
具体的には，まず経営者は自身の努力水準

を選択する。またこのときの経営者
の努力コストは となるものとする。なお
は経営者の努力コストを表すパラメータであ
り， となる 6。
経営者が努力水準 を選択した後，経営者は

確率 で新たな事業を企画することができる。
事業を企画した際，経営者はこの事業の成功
確率を として確認する。ここで は，
一様分布である正の確率密度関数 を持つ，
累積分布関数 に従うものと仮定する。 
またこの事業は，投資家から投資額 の投資

を受けた場合に限り，確率 で成功し，事業全
体で利益 を獲得することができる。一方で投
資を受けられない場合や，事業が失敗した場
合，経営者と投資家の利得は共に となる。
このとき経営者は，投資家から投資を受ける
ために， をもとにした財務報告 を公表す

6 本論文における記号は，各論文ことに異なる記号を
使用することによる混同を避けるため，一部変更を
行っている。詳しくは付録A-3 を確認されたい。
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る。財務報告 は であり，原則
として会計基準を定める主体が選択した，一
般に公正妥当と認められた会計原則（Generally 
Accepted Accounting Principles : GAAP）によっ
て決定される。具体的には，GAAPによって
定められた水準 をもとに， の場合は
低評価 を， の場合は高評価 を報
告する。ただし経営者は， とは別に「影の
基準」と呼ばれる経営者独自の基準 を持っ
ており，GAAPを満たさない事業であっても，
経営者独自の基準を満たす場合，すなわち

のとき，経営者はGAAPに違反し
て高評価 を報告する。
財務報告 が公表された後，投資家は高評価
となっている事業に対して投資額 を投資

する。投資を行った投資家は事業が成功した場
合，利益のうち を自身の配分として獲得
する。なお は投資家が予想する経営者独自
の基準を示しており， については，以下
の式（4）を満たすものであることがLaux and 
Stocken （2018）において示されている 7。

 （4）

2.3.2．会計エンフォースメントのモデル化
次に，Laux and Stocken （2018）において会計
エンフォースメントがどのようにモデル化され
ているかに注目する。
前提としてLaux and Stocken （2018）では，
会計基準を制定する主体と会計エンフォースメ
ント機関を明確に区別している。会計基準を
制定する主体はGAAPを定めて，財務報告の評
価基準となる を設定する。Laux and Stocken 
（2018）では経営者の効用 を最大化するこ
とが社会の利得を最大化することであり，この
7 詳しくはLaux and Stocken （2018）の 2節・式（2）を
確認されたい。

条件を満たす最適な水準 を定めることが一
つのテーマになっているが，これらは会計エン
フォースメント機関とは異なる，会計基準を制
定する主体が定めるものである点には注意が必
要である。

Laux and Stocken （2018）の会計エンフォース
メント機関が事前に設定するのは，ペナルティ
に関する値である である。ここで は
ペナルティのうち固定の部分， は違反の度
合いによって変動する部分をそれぞれ示してお
り， かつ である。
ペナルティに関する値である を決定し
た会計エンフォースメント機関は，公表され
た財務報告 について，施行強度に基づく一
定の確率 で調査を行い，公表された財務報
告がGAAPを満たしているかについて確認を行
う。具体的には 2.3.1 節で示したとおり，経営
者は のときに限りGAAPに違反し
て高評価 を報告するが，このとき会計エン
フォースメント機関は一定の確率 で経営者が
GAAPに違反していることを特定する。経営者
はGAAPへの違反が特定された場合，以下の式
（5）を満たす会計エンフォースメント機関によ
るペナルティ を受ける。

 （5）

なお会計エンフォースメント機関の調査につ
いて，投資家による投資への影響は想定されて
いない。ゆえにGAAPへの違反が特定された場
合であっても，財務報告 の修正等は行われて
いないものとして分析が進められている。そし
てLaux and Stocken （2018）では，監査人につ
いて考慮していない。ゆえに監査人に対する会
計エンフォースメントについても考慮していな
いといえる。

2.3.3．タイムラインとプレイヤーの効用関数
Laux and Stocken （2018）におけるモデルのタ
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イムラインは，以下のとおりである。

① 経営者は自身の努力水準 を決定する。
②  経営者は確率 で新たな事業を企画する。
このとき，経営者は事業の成功確率 を
確認する。

③  をもとに，経営者は財務諸表 を公表
する。これらの財務諸表はGAAPに従い， 

の場合は低評価 を， の場
合は高評価 を報告する。

④  ただし経営者は影の基準 を設定してお
り， のとき，経営者はGAAP
に違反して の事業を高評価
として報告する。

⑤  会計エンフォースメント機関は施行強度
に基づく一定の確率 で財務諸表を調査
し，④の違反を確認した場合，経営者に

のペナルティを課す。
⑥  投資家は財務諸表 をもとに，企業に対し
て投資額 を投資するか意思決定を行う。

⑦  確率 で事業が成功した場合， が獲得で
き，投資家に対して が配分される。

またこのとき，経営者の効用 は以下の式
（6）のように計算される。

 （6）

Laux and Stocken （2018）ではこの式（6）を
もとに，経営者が自身の効用関数 を最大化
するために選択する経営者の努力水準 につ
いて分析を行っている。

2.3.4． Brown et al. （2014）の会計エンフォー
スメントとの比較

ここではLaux and Stocken （2018）が会計エ

ンフォースメントをどのように分析および検討
をしているか考察する。
まずペナルティについて，ペナルティを固定
の部分 と変動する部分 に分類した詳細な
分析が行われている。会計エンフォースメント
機関が事前に設定した は経営者の効用を
変化させるほか，GAAPによる最適な水準
にも影響する。Laux and Stocken （2018）では会
計エンフォースメント機関によるペナルティが
持つこれらの効果に注目しており，その結果と
して，ペナルティの固定の部分の割合が大きく
なるほど最適な水準 がより厳しいものとな
り，ペナルティの変動する部分の割合が大きく
なるほど最適な水準 が緩和されることを明
らかにしている。 
次に評価基準について，Laux and Stocken 

（2018）では財務報告の評価基準となる が，
会計エンフォースメント機関とは別の会計基準
を制定する主体が定めたGAAPにより決定され
る。また規制の制定について，会計基準を制定
する主体と会計エンフォースメント機関を明確
に区別し，現実に即した状況を分析することが
可能になっている。
そして監視については，会計エンフォースメ
ント機関による監視の強度を としてモデルに
組み入れている。ただし監視の強度 が変動し
た場合の影響について分析されているわけでは
ない。
最後に情報提供と機関の規模について，まず
情報提供については 2.3.2 節においても示した
通り，会計エンフォースメント機関の調査結果
について，投資家による投資への影響は想定さ
れていない。ゆえにGAAPへの違反が特定され
た場合であっても，財務報告 の修正等は行わ
れていないものとして分析が進められており，
情報提供については考察の対象外であるといえ
る。また機関の規模に関しても，監視の強度
が会計エンフォースメント機関によってどのよ
うに決定されるかについてなどは分析しておら
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ず，考察の対象外となっている。
上記をまとめると，まずペナルティについ
て，ペナルティを固定の部分と変動する部分に
分類し，それぞれによる影響の分析がなされて
いる。評価基準と規制の制定についても，会計
基準を制定する主体と会計エンフォースメント
機関を明確に区別することにより，詳細に分析
しているといえる。一方で監視についてはモデ
ル化されているが，監視の強度 が変動した場
合の影響についての分析は行われていない。そ
して会計エンフォースメント機関が行う情報提
供と会計エンフォースメント機関の規模につい
ては考察の対象外となっている。

2.3.5．Laux and Stocken （2013）について
Laux and Stocken （2018）の分析の最後に，

Laux and Stocken （2013）について触れておく。
Laux and Stocken （2013）はLaux and Stocken 
（2018） の基となった論文であり，基本的なモ
デルの内容は近いものとなっている。ただし，
会計エンフォースメントの分析についてLaux 
and Stocken （2018）と異なる点があるため，要
点を取り上げる。

Laux and Stocken （2013） で は，会計エン
フォースメント機関によるペナルティが発生す
る確率について，異なる分析が行われている。
具体的にはLaux and Stocken （2013）における，
経営者がGAAPに違反した際のペナルティの期
待値 は，ペナルティの額 を使
用して，以下の式（7）のようになる。

 （7）

ここで は，財務報告の調査が容易で
あるかどうかを示すパラメータであり，調査が
容易であるほど は大きくなり，調査が難し
いほど は低下する。 Laux and Stocken （2013）
ではこの式（7）を参考に，Laux and Stocken 
（2018）と同じく最適な水準 について分析を

行っている。
具体的には， を強化することによって，経

営者が持つ独自の基準 に対して 2つの相反
する影響があることを指摘している。一つは
が強化されることにより，GAAPに違反し

た際のペナルティの期待値が増加するため，経
営者独自の基準 も厳しくなり，違反が減少
する効果である。もう一つは，経営者のペナル
ティの期待値が増加し，経営者が努力水準を低
下させてしまうことを恐れ，経営者に対して追
加のボーナスが支給される等の事象により，経
営者独自の基準 が逆に緩和され，違反が増
加する効果である。そしてこれらの効果が の
値によって変化する，すなわち財務報告の調査
が容易であるかどうかによって，適切な水準
が変化することを指摘している。
以上がLaux and Stocken （2013）における会
計エンフォースメントの分析であるが，Laux 
and Stocken （2018）のモデルと比較すると，ま
ず監視の強度についてモデル化されていない。
その結果，会計エンフォースメントの強度を示
す指標がペナルティの額 だけになっており，
会計エンフォースメントを強化する方法がペナ
ルティの額を増加するのみになっている。また
会計エンフォースメント機関によるペナルティ
が固定の部分と変動する部分に分類されていな
いため，Laux and Stocken （2018）のようなペナ
ルティに関する詳細な分析がなされていない。
これらを踏まえると，Laux and Stocken （2018）
の方が会計エンフォースメントをより精緻にモ
デル化しているといえる。

2.4．Ewert and Wagenhofer （2019）
最後に，Ewert and Wagenhofer （2019）につい
て取り上げる。この論文では監査人と経営者に
対して会計エンフォースメント機関によるペナ
ルティが課されるモデルを作成し，会計エン
フォースメントが強化された場合の経営者や監
査人の行動，ならびに財務報告の質がどのよう
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に変化しているかについて分析している。

2.4.1．モデルの概要
このモデルにおけるゲームのプレイヤーは
経営者と監査人である。まず経営者は株主か
ら雇われ，自身の努力水準を として選択す
る。なお は， であり，このとき
の経営者の努力コストは，経営者が を選択し
た場合には ， を選択した場合には
となる。また努力水準 によって，事業が高業
績をあげる確率も異なる。事業の業績は で
表され， かつ とする。
このとき，経営者が を選択した場合に，事
業が高業績 を残す確率を ，経営者が を
選択した場合に，事業が高業績 を残す確率
を として， と仮定する。な
お， は株主と会計エンフォースメント機関を
含め，経営者，監査人ともにゲームの終了まで
確認することができないものとする 8。
事業の業績は が確定した後，経営者はそ

の業績 から一定の確率で示されるシグナル
を確認する。シグナル は か

つ とする。このとき，事業の業績
が高業績 の場合にシグナル が発現する確
率を ，事業の業績が低業績 の場合にシグ
ナル が発現する確率を とする。このとき，

かつ と仮定する。
シグナル を確認した後，経営者は監査人に

対して報告利益 を報告する。このとき，経営
者は利益調整行動を行い，シグナル が示す
業績とは異なる報告利益 を報告することが
できる。このとき， ，ただし
とする。この利益調整行動を行う確率につい
て，経営者がシグナル を確認しながら，報
告利益 を報告する確率を ，経営者がシグ
ナル を確認しながら，報告利益 を報告す

8 本論文における記号は，各論文ことに異なる記号を
使用することによる混同を避けるため，一部変更を
行っている。詳しくは付録A-4 を確認されたい。

る確率を とする 9。またこのとき経営者は，利
益調整行動を行うことによるコスト を費
やすものとし， は利益調整行動のコストを表
す係数であり， を満たす定数とする。
一方の監査人は，経営者から報告される報
告利益 を確認し，監査の努力水準 を決定
する。このとき， の確率でシグナル を特
定する。また，このときの監査人の監査コス
トを とする。なお は監査コストのパ
ラメータであり， を満たす。そして監査
の後に，監査人は監査後の公表利益 を公表す
る。この公表利益 について，監査人が の確
率でシグナル を特定した場合には を，監
査人が の確率でシグナル を特定でき
なかった場合には経営者の報告利益 を，そ
れぞれ公表する。
最後に，公表利益 に応じて，経営者の報酬
が決定する。ここではモデルの簡略化の

ため， かつ と仮定する。

2.4.2．会計エンフォースメントのモデル化
次に，Ewert and Wagenhofer （2019）において
会計エンフォースメントがどのようにモデル化
されているかに注目する。

Ewert and Wagenhofer （2019）では会計エン
フォースメントを，会計エンフォースメント機
関による監視の強度と，会計エンフォースメン
ト機関によるペナルティの 2つに分けて分析を
行っており，それぞれのパラメータに付いて，
会計エンフォースメントを強化した際の経営者
や監査人の行動変化を分析している。
具体的には，まず監視の強度について，会計
エンフォースメント機関は企業が公表した監査
後の公表利益 を調査し，一定の確率 でシグ
ナル を特定する。このとき， であ
り， は監査人の努力水準 と独立した関係

9 Ewert and Wagenhofer （2019）のLemma 1 において，
かつ が示されている。詳しくはEwert 

and Wagenhofer （2019）を確認されたい。
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であると仮定する。この は会計エンフォー
スメント機関が調査を行う際の，その厳格さ
の度合いそのものを示してるといえる。そし
て次にペナルティについて，会計エンフォー
スメント機関が確率 でシグナル を特定し
た際，監査後の公表利益 が の場合に限
り，株主，経営者，監査人それぞれに対して会
計エンフォースメント機関によるペナルティ

が課されることとなる。このとき，
とする 10。

2.4.3．タイムラインとプレイヤーの効用関数
Ewert and Wagenhofer （2019）におけるモデル
のタイムラインは，以下のとおりである。

① 株主は経営者と監査人を雇用する。
② 経営者は努力水準 を決定する。
③  経営者がシグナル を確認後に利益マネ
ジメントを行うか選択する。

④ 経営者が報告利益 を監査人に報告する。
⑤  監査人は を観察後，監査の努力水準
を決定する。

⑥  監査人は の確率でシグナル を特定し，
公表利益 を公表する。

⑦  公表利益 を基に経営者の報酬が決定す
る。

⑧  公表利益 について，会計エンフォース
メント機関が調査を行う。

⑨  会計エンフォースメント機関がシグナル
を，施行強度に基づく一定の確率 で

発見する。
⑩  公表利益 が の場合に限り，株主，
経営者，監査人それぞれに対して会計エ
ンフォースメント機関によるペナルティ
が課される。

10 経営者の参入条件として , 監査の努力水準
が となるための条件として が仮定さ
れている。詳しくはEwert and Wagenhofer （2019）を
確認されたい。

またこのとき，経営者の期待効用関数
と監査人の期待効用関数 は，それぞれ以
下の式（8）と式（9）のようになる。なお本論
文において説明を省略した記号についての説明
は，付録A-4 にて記載している。

 （8）

 （9）

Ewert and Wagenhofer （2019）ではこの式（8）
と式（9）をもとに，経営者は を最大化
する を，監査人は を最大化する監査の
質 をそれぞれ選択する。

2.4.4． Brown et al. （2014）の会計エンフォー
スメントとの比較

ここではEwert and Wagenhofer （2019）が会
計エンフォースメントをどのように分析および
検討をしているか考察する。
まず財務諸表の評価基準と会計エンフォース
メント機関の情報提供について検討する。まず
評価基準について，会計エンフォースメント機
関が調査を行うのはあくまで企業の財務諸表や
公表利益であり，監査人が監査の質を低下させ
ただけではペナルティが課されない。ゆえに，
経営者が行った利益調整行動を監査人が監査に
より見抜くことができず，無限定適正意見を公
表した場合にのみ，会計エンフォースメント機
関によるペナルティが課されることになる。ま
たこれは，会計エンフォースメント機関が経営
者や監査人にペナルティを課した場合にのみ，
機関が行った調査の結果が公表されることを意
味している。これらのモデルについては，会計
エンフォースメントが財務諸表や公表利益を監
視する機関である点，ならびに会計エンフォー
スメント機関が不正を発見した場合のみに自身
の調査結果を公表する点が現実に即していると
いえる。
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次に監視とペナルティについては，2.4.2
節でも述べたように，Ewert and Wagenhofer 
（2019）では会計エンフォースメントを，会計
エンフォースメント機関による監視の強度と，
会計エンフォースメント機関によるペナルティ
の 2つに分けて分析を行っている。また，監視
の強度 やペナルティ が変動した場
合の，経営者や監査人の行動変化についても分
析しており，これらの点についてはかなり詳細
に検討されていることがわかる。
そして会計エンフォースメント機関の規模に
ついて，Ewert and Wagenhofer （2019）では監査
後の財務諸表をランダムサンプリングすること
を想定しており，その監視の強度が会計エン
フォースメント機関に与えられる予算によって
変動することにも触れている。ただし会計エン
フォースメント機関が，自身の予算などを考慮
してどの程度監視を行うかという点についての
モデル分析は行われていないため，機関の規模
について分析を行っているわけではない。
最後に規制の制定については，会計エン
フォースメント機関が自ら新たな規制を制定す
ることは，このモデルにおいては想定しておら
ず，考察の対象外といえる。
上記をまとめると，まず財務諸表の評価基準
と会計エンフォースメント機関の情報提供につ
いては，現実に近い設定をモデルに組み入れて
いるといえる。また監視とペナルティについて
も，詳細に検討されている。一方で会計エン

フォースメント機関の規模については，監視の
強度が予算に影響されることには触れている
が，会計エンフォースメントの強度がどのよう
に決定されるかという分析は行われていない。
そして会計エンフォースメント機関が自ら行う
規制の制定については考察の対象外となってい
る。

2.5． 会計エンフォースメントの各要素につい
ての考察

ここまで，近年の理論分析が会計エンフォー
スメントをどのように考察し，モデル化してい
るかを検討した。この節では本論文で行った
サーベイを通じて，会計エンフォースメントの
理論分析に関する考察をまとめていく。
まず 2.1 節から 2.4 で取り上げた論文が，

Brown et al. （2014）の挙げた会計エンフォース
メントの 6つの要素である，監視，規制の制
定，評価基準，情報提供，ペナルティ，規模に
ついて，どの要素を考慮しているかまとめたも
のが以下の表 1である。なお表 1において，そ
の要素について分析を行っているものは〇，分
析は行っていないが考察しているものは△，考
察の対象外となっているものは×と表示してい
る。
次に，2節において考察した内容を，Brown 

et al. （2014）が挙げた会計エンフォースメント
の 6つの要素ごとにまとめていく。
まず監視については，会計エンフォースメン

表 1　各論文における分析対象

Dye 
（1993）

Ye and Simunic 
（2016）

Laux and Stocken 
（2018）

Ewert and Wagenhofer 
（2019）

監視 △ △ △ 〇
規制の制定 〇 〇 〇 ×
評価基準 〇 〇 〇 △
情報提供 △ △ △ △
ペナルティ 〇 △ 〇 〇
機関の規模 × × × △
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トの強度を表す指標として，多くのモデルに組
み入れられている。しかしその一方で，最適
な監視の強度について分析を行っているのは
Ewert and Wagenhofer （2019）だけである。また
監視の強度がどのように決定されるか，という
点についてのモデル分析はほとんど行われてい
ない。 
次に規制の制定，ならびに評価基準について
は，分析のテーマによってはモデルに組み入
れられていたといえる。特にLaux and Stocken 
（2018）では会計基準を制定する主体と会計エ
ンフォースメント機関を区別しており，これら
の要素について詳細に分析されていたといえ
る。
そして会計エンフォースメント機関によるペ
ナルティについては，こちらもまた広くモデ
ルに組み入れられているといえる。このペナ
ルティの大きさが変化することにより，監査
人，経営者や投資家の行動，あるいは社会の利
得を最大化する最適な会計基準に大きな影響を
与えることが示されている。その一方で会計エ
ンフォースメントによるペナルティのあり方
が，国や制度ごとに異なるといえ，例えばDye 
（1993）のように，監査人の保有する資産に注
目してペナルティの上限を設けるという，特徴
的なペナルティのモデルを設定する論文も存在
している。
次に会計エンフォースメント機関の情報提供
については，各論文において扱いが異なるとい
える。Ewert and Wagenhofer （2019）では会計エ
ンフォースメント機関による調査結果が投資
家にも広く知られるものとする一方，Laux and 
Stocken （2018）では調査結果が投資家の意思決
定に影響を与えないものとなっている。現実に
おいても，会計エンフォースメントの調査に
よって得られる情報は，その種類によって公開
されるものや機密情報となるものなどさまざま
であり，論文ごとにその捉え方に差があるとい
える。

そして会計エンフォースメント機関の規模に
ついて，こちらはほとんど要素に入れられず，
考察の対象外とする論文が多かった印象であ
る。Ewert and Wagenhofer （2019）では，会計エ
ンフォースメント機関が自身の予算などを考慮
することによりどの程度監視を行うか決定する
としているが，その分析には至っていない。

3．まとめ

ここまで本論文では，会計エンフォースメン
トを 6つの要素に分けて，それぞれの論文につ
いて検討を行った。注目すべき点として，今回
取り上げた論文はいずれも，会計エンフォース
メント機関がプレイヤーとなるモデルではない
ことが挙げられる。例えば会計エンフォースメ
ント機関の規模についてEwert and Wagenhofer 
（2019）が指摘したように，会計エンフォース
メント機関が自身の予算を考慮する場合，会計
エンフォースメント機関が自身の予算と社会の
利得を考慮して監視の強度を決定することが考
えられる。また自身の予算に応じて監視の精度
が変化することにより，会計エンフォースメン
ト機関の予算が監視の強度や評価基準に影響す
ることも考えられる。このような状況について
理論分析を行うためには，会計エンフォースメ
ント機関をプレイヤーとする必要があるが，新
たな視点を持った理論分析を可能にするのでは
ないかと考えられる。
そして今回のサーベイを通じて，改めて会計
エンフォースメントがさまざまな要素により構
成されていることが明らかになった。例えば本
論文では会計エンフォースメントの持つ経営者
と会計監査人の不正を監視するという側面に注
目したが，会計エンフォースメント機関が調査
する対象について，財務諸表なのか，監査の質
なのか，その内容は論文ごとに異なっている。
また会計エンフォースメントの強化について
も，ペナルティを大きくするのか，監視を厳し
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くするのか，あるいは基準を厳しく設定するの
か，こちらも論文ごとに異なるといえる。
今回取り上げた各論文はいずれも，会計エン
フォースメントは単に強化すればよいものでは
ないと考え，最適な会計エンフォースメントの
あり方について議論している。このとき，会計
エンフォースメントに含まれるさまざまな要素
について，そのすべてを考慮した理論分析を行
うことは不可能といえる。そこで本論文のよう
な，会計エンフォースメントのどの要素がモデ
ル化されやすく，逆にモデルに組み入れられて
いないかを調査することにより，新たな視点か
ら会計エンフォースメントの理論分析を進める
ことができるといえる。
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付録

A-1. Dye （1993）におけるモデルの記号の定義

監査報酬（定数）
監査人の会計エンフォースメント機関によるペナルティ
監査の努力水準
ペナルティの基準となる監査水準
監査コスト
監査人の効用 記号なし
監査人が最初に保有する資産
事業が成功する確率

なお左端の記号は本論文において使用した記号，右端の記号はDye （1993）において元々使用され
ている記号を示す。

A-2. Ye and Simunic （2016）におけるモデルの記号の定義

監査報酬（定数）
監査人の会計エンフォースメント機関によるペナルティ
会計エンフォースメント機関による監視の強度
監査人が行う監査の質
ペナルティの基準となる監査水準
投資家が投資を行う際の投資額
監査コスト
監査を行うことによる期待価値 記号なし
監査人の効用 記号なし
事業が成功した際に投資を行った投資家が獲得する利得
事業が成功する確率

なお左端の記号は本論文において使用した記号，右端の記号はYe and Simunic （2016）において元々
使用されている記号を示す。
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A-3. Laux and Stocken （2018）におけるモデルの記号の定義

経営者の努力水準
経営者の効用を最大化する努力水準
経営者の会計エンフォースメント機関によるペナルティ
会計エンフォースメント機関による監視の強度
についての確率密度関数
確率密度関数 を持つ累積分布関数
投資家が投資を行う際の投資額
経営者が公表する財務報告，
事業が成功した場合に投資家に支払われる利得
経営者の効用
経営者が努力水準 を選択した場合に支払う努力コスト
事業が成功した際に獲得できる利益
事業が成功する確率
GAAPによって定められる事業の評価水準
経営者の効用 を最大化する最適な
経営者が定める独自の基準
投資家が予想する
経営者の会計エンフォースメント機関によるペナルティの固定の部分
経営者の会計エンフォースメント機関によるペナルティの変動する部分

なお左端の記号は本論文において使用した記号，右端の記号はLaux and Stocken （2018）において
元々使用されている記号を示す。
また以下の記号はLaux and Stocken （2013）の説明において使用されている記号であり，右端の記

号はLaux and Stocken （2013）において元々使用されている記号を示す。

経営者の会計エンフォースメント機関によるペナルティ額
財務報告の調査の難易度を示すパラメータ
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A-4. Ewert and Wagenhofer （2019）におけるモデルの記号の定義

経営者の努力水準，
監査報酬（定数）

となる報告利益を監査人に報告する確率，
株主の会計エンフォースメント機関によるペナルティ
経営者の会計エンフォースメント機関によるペナルティ
監査人の会計エンフォースメント機関によるペナルティ
会計エンフォースメント機関による監視の強度
経営者が監査人に報告する監査前の報告利益，
監査後の報告利益，
経営者の報酬ボーナス
経営者の効用
監査人の効用
利益調整行動のコストを表す係数
経営者が努力水準 を選択した場合に支払う努力コスト
事業の業績
事業の業績から示されるシグナル，
事業の業績が高業績 の場合にシグナル が発現する確率，
事業の業績が低業績 の場合にシグナル が発現する確率，
経営者が を選択した場合に，事業が高業績 を残す確率
経営者が を選択した場合に，事業が高業績 を残す確率

なお左端の記号は本論文において使用した記号，右端の記号はEwert and Wagenhofer （2019）にお
いて元々使用されている記号を示す。
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I compare four papers dealing with theoretical models analyzing accounting enforcement. To identify 
problems underlying management and auditor fraud, and to devise accounting enforcement to address 
such problems, theoretical analyses are necessary. Following Brown et al. (2014), I focus on fraud 
detection in accounting enforcement and classify accounting enforcement into six elements, namely, 
monitoring, the power to set standards, reviewing, providing information, penalties, and level of 
resourcing. I find that existing theoretical research on accounting enforcement overlooks the fact that 
accounting enforcement agencies are active players.
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